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事例番号：２３００３１  

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第一部会 

 

１．事例の概要 

経産婦。妊娠３５週４日、妊産婦は腹部の張りを自覚し、搬送元分娩機関

を受診した。入院から１時間後、胎児心拍数陣痛図の所見と妊娠週数を考慮

して母体搬送が決定された。母体搬送前の血圧は１６６／１０４ｍｍＨｇで

あった。当該分娩機関へ到着時、ドップラで胎児心拍は聴取できなかった。

腹部超音波断層法では、常位胎盤早期剥離の所見と胎児の持続性の徐脈が確

認され、常位胎盤早期剥離および胎児機能不全と診断された。到着から５６

分後に緊急帝王切開が開始された。胎盤の約半分の部分に血腫が付着し、臍

帯は卵膜付着であった。また、頸部に臍帯巻絡が１回みられた。 

  児の在胎週数は３５週４日で、体重は２２００ｇ台であった。アプガース

コアは１分後、５分後とも０点であった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨが

６．７６、ＢＥが－２８．０ｍｍｏｌ／Ｌであった。口腔内吸引、刺激が行

われたが、心拍、自発呼吸、筋緊張はなく、出生３分後に気管挿管が施行さ

れた。出生約２０分後に心拍が再開したが、アシドーシスが改善せず、重症

新生児仮死の診断で新生児搬送となり、重症の低酸素性虚血性脳症と診断さ

れた。 

本事例は、診療所から病院へ母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関

では、産婦人科専門医と助産師、看護師各１名が、当該分娩機関では、産婦
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人科専門医、産科医各１名、小児科医、麻酔科医各２名と助産師１名が関わ

った。 

    

２．脳性麻痺発症の原因 

  本事例の脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による胎盤循環障害、

そのために生じた急性低酸素症と高度代謝性アシドーシスである可能性が高

い。分娩時に認められた高血圧は、分娩前には認められず、常位胎盤早期剥

離発症のリスクとして注目すべき所見であるが、その他には明らかなリスク

因子は認めていない。 

   

３．臨床経過に関する医学的評価 

  搬送元分娩機関における胎児心拍数陣痛図の判読については一般的ではな

いが、高次施設への母体搬送を決定したことは一般的である。当該分娩機関

において、手術前に全身状態について評価したことは選択肢としてありえ、

帝王切開開始まで５６分を要したことはやむを得ない。蘇生において行われ

た行為は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関 

ア．胎児心拍数陣痛図の判読方法と対応について 

搬送元の分娩機関における胎児の状態の評価は、搬送先の分娩機関

の対応にも影響する。胎児心拍数陣痛図の判読方法とその対応の仕方

について、スタッフが学習することが必要である。 
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イ．急速遂娩の判断、搬送するまでの時間について 

     本事例において、入院後、母体搬送のため救急車を要請するまで１

時間１８分要した。搬送する分娩機関の選定に時間を要する可能性が

あるが、胎児の状態を適確に評価し、より早期に対応する必要がある。 

ウ．母体搬送時の連携について 

  搬送先の分娩機関に緊急帝王切開の必要性を適確に伝えたり、連携

を密にしたりする必要がある。 

エ．異常時の受診、連絡について 

妊産婦では自身による健康管理が重要であるが、どんなに注意して

も妊娠中には常位胎盤早期剥離のような緊急事態が突然発症すること

が、稀ではあるものの存在する。妊婦健診や母親学級などで妊娠各期

の異常な症状、徴候とそれらへの対応について指導、教育することは

重要であり、不安な点についてはいつでも電話で相談に応じるシステ

ムなどの整備を充実することが望まれる。 

オ．胎動の自覚について 

胎動カウント（胎動の自覚を数えること）が周産期死亡率や脳性麻

痺の発症率を低下させるかは、学会等でも結論が出ていない。しかし、

コストがかからず単純な方法であり、妊婦自身に胎児の健康への関心

をもたせ、胎動減少の早期診断をすることによって、常位胎盤早期剥

離による胎児死亡や児の脳障害を予防できる可能性があり、試みるこ

とを推奨する。 

カ．妊娠糖尿病の検査と診断について 

     妊娠２８週の血糖値が１２６ ｍｇ／ｄＬと妊娠糖尿病の診断基準

である１００ｍｇ／ｄＬを超えており、糖負荷による診断検査を行う

必要があった。また、日本産婦人科医会、日本産科婦人科学会が編集
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した産婦人科診療ガイドライン（産科編２０１１）では、診断基準が

変更されている。最新の基準に則り、必要な検査、管理をすることを

推奨する。 

 （２）当該分娩機関 

ア．母体搬送時の連携について 

     搬送元分娩機関から緊急帝王切開の必要性について適確に情報を収

集したり、連携を密にしたりする必要がある。 

   イ．帝王切開前の検査等の実施について 

本事例のような緊急帝王切開に対して、より早期に行うために、麻

酔科、手術室スタッフと、帝王切開実施の前の全身状態について検査

の必要性について検討することが望まれる。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．常位胎盤早期剥離の発症について 

常位胎盤早期剥離の発生が減少していない可能性があり、この全国

的調査を行い、予防法について検討することが望まれる。 

また、本事例においてはリスク因子ではなかったが、喫煙、高血圧

症、妊娠高血圧症候群および常位胎盤早期剥離の既往など、常位胎盤

早期剥離のリスク因子のある場合は、発症に対して注意喚起すること

が望まれる。 
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   イ．胎児心拍数陣痛図の評価方法と対応についての指針について 

     胎児心拍数陣痛図の評価方法とその対応についての指針が、学会よ

り示されている。この指針は、医療連携において産婦人科医間で胎児

心拍数の波形から推察される児の状態を客観的に伝えるツールとして

も有用である。学会がこの評価方法の周知を徹底することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

ア．研究に対する補助について 

常位胎盤早期剥離の発症や予防法に対する研究に補助を行うこと  

が望まれる。 

   イ．母体搬送の受入について 

     常位胎盤早期剥離を発症した場合、母児の救命のためにできるだけ

早期に対応することが望まれる。そのために、総合・地域周産期母子

医療センターが確実に母体搬送を受け入れられるよう、国・地方自治

体において、取り決めやシステムを構築することが望まれる。 


